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『ふるさと納税制度』は、「ふるさと」に貢献した

い、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを

促進することができるように、平成１９年１０月にまと

められた「ふるさと納税研究会報告書」（以下、この

研究会を「研究会」、この報告書を「報告書」［１］と

いう）を参考として、平成２０年４月３０日公布の「地方

税法等の一部を改正する法律」により制度化された

ものである。［２］

これは、個人の納税者［３］が都道府県や市町村等［４］

に対して寄附した場合に、住民税において特別の税

額控除（特例控除）を住民税所得割額の１０％を上限

として行い［５］、所得税（国税）における所得控除お

よび住民税における原則的な税額控除（寄附金額の

１０％）の適用とあわせて、寄附金額の５,０００円［６］を

超える部分に関して税負担を軽減するという「寄附

金控除」の制度である。

『ふるさと納税制度』が始まって３年が経過した

が、この間、各自治体は様々な工夫や取組を行って

きている。具体例としては、寄附者が寄附金の使途

を指定しやすいように基金を中心とした寄附メニュ

ーを工夫する自治体や、寄附の受入に係る手続きの

利便性向上のためクレジット決済を導入したり、ま

た寄附を促すために寄附者の氏名公表や、寄附者へ

特産品等の贈呈を行ったりする自治体も増えてきて

いる。

「報告書」では、「地方団体が納税義務者から寄附

を受けるためには、地方団体が、寄附を受けるに相

応しい行政を展開していることが前提となるもので

あり、各地方団体においては、地域の魅力を高める

ための継続的な努力、地域における望ましい政治・

行政に向けた、たゆまぬ経営改善努力が求められる」

と記述する一方で、「寄附を集めるため、地方団体が

寄附者に対して特産品などの贈与を約束したり、高

額所得者で過去に居住していた者などに対して個

別・直接的な勧誘活動を強く行うなど、制度を濫用

する恐れへの懸念」［７］も示している。

本稿では、『ふるさと納税制度』の基本的性格や仕

組みを踏まえ、大阪府内の自治体を中心に現状を調

査し［８］、「報告書」が求めていたことと懸念してい

たことが、制度化されて３年経た現在どのような状

況にあるのか、また地域の魅力発信との関係から考

えると、懸念されていたことが実は大きな魅力発信

ツールとも考えられるのではないかという観点も含

めて、「自治体の魅力発信」という角度から考察を行

っていきたい。

２－１　「ふるさと納税」の意義

「報告書」では、「ふるさと納税」の意義として下

記の３点をあげている。［９］

（１）納税者の選択による納税者意識の涵養

通常、国及び地方自治体が法令に基づき強制的に
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徴税するのに対して、「ふるさと納税」は、税額の一

部とはいえ、納税者が自分の意思で納税先を選択で

き、税制上及び税理論上画期的な歴史的意義を持つ

ものであり、納税者にとって税を自分のこととして考

え、納税の大切さを自覚する貴重な機会となる。［１０］

（２）「ふるさと」の大切さの再認識

地方で生まれ育ち、地方を「ふるさと」とする人

は多く、自分を育んでくれた「ふるさと」は、親の

ようにかけがえのないものといえる。

「ふるさと納税」は、「ふるさと」を再認識するこ

とにより、「ふるさと」の恩に感謝する本来の人間性

への回帰の貴重な契機となる。

（３）地方自治体の自治意識の進化

「ふるさと納税」を受けたい全国各地の地方自治

体は、魅力を大いにアピールする必要が出てくるた

め、自らの自治のあり方を問い、進化させる貴重な

契機となりえる。

２－２　制度の基本的性格　～「ライフサイクル・

バランス論」と「地方応援論」～［１１］

『ふるさと納税制度』は、「報告書」の中で、下記

に示す異なる２つの基本的な考え方によって構成さ

れている。

（Ａ）ライフサイクル・バランス論［１２］

地方で教育費などをかけて人材を育てても、都市

部で就職して、そこで納税してしまい、地方には税

金として還元されることがないという現状がある。

そこから、育ててくれた地方への「恩返し」的な

性格を持ち、人の一生を通じた行政サービス（受益）

と税（負担）のバランスをとるための制度と位置づけ

る考え方が「ライフサイクル・バランス論」である。

生まれ育った「ふるさと」に対する納税を、制度

の基本とする考え方といえよう。

ただし、現行の『ふるさと納税制度』には、この

考え方が基本にはあるものの、この論だけに立つと

納税先は「出身地」に限られるが、「出身地」の定義

や数十年後の証明、また複数あった場合の取り扱い

などの問題もあり、制度上は、そのように限定され

ていない。

（Ｂ）地方応援論［１３］

『ふるさと納税制度』を都市の住民から地方の住

民への「応援」と捉え「応援」の志である寄附を募

ることを基本とする考え方である。

疲弊しつつある地方の中で、様々な努力をしてい

る「地方」に対して、都市住民に関心を持って支持

をしてもらうことを制度の目的とする考え方であり、

納税先は、その納税者が「関心を持った地方」であ

り、「応援したい地方」となる。

「ふるさと」といっても、二地域居住や、ボラン

ティア活動を通じて関心を持った地域、そしてリタ

イア後に住みたいと考えている未来志向の「ふるさ

と」［１４］も含まれることから、現行の『ふるさと納税

制度』が納税先を限定していないことは、この考え

方に立っているといえる。

またこの立場に立つと、「ふるさと納税」は「寄

附」という性格も重視されることから、納税者の持
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ち出し分も「地方」を応援する志として積極的に評

価することが可能となり、「ふるさと納税」を獲得す

るための地方間の競争も、「応援されるに足りる地

方」であろうとする「努力」として、積極的に評価

されることとなる。

（Ａ）の「ライフサイクル・バランス論」は、ま

さに「ふるさと」に対する納税を制度の基本とする

考え方であり、（Ｂ）の「地方応援論」は、頑張る

「地方」に対して「応援の志」である寄附を募ること

を基本とする考え方である。その論点ごとの対応関

係は、図表１のようになる。

平成２０年４月３０日公布の「地方税法等の一部を改正

する法律」により制度化された『ふるさと納税制度』

は、従来の地方自治体への寄附金税制を格段に拡充

したものであるが、その仕組みを図表２に示す。

「研究会」の中で、所得税を除いた『ふるさと納

税制度』は、地方自治体間の税収の奪い合いという

姿が強調され、地方間に強い対立を生じさせること

が懸念されていた［１７］こともあり、国も応分の負担を

するべきということから、所得税と連動させて『ふ

るさと納税制度』が構築されるに至っている。

「研究会」では、できる限りわかりやすく、使い

やすい仕組みを目指して検討されているが、「累進税

率の下で所得控除方式の寄附金控除」を有する所得

税を含めての制度構築は、複雑にならざるを得ない

ことが図表２をみても明らかであることがわかる。

実際にどの程度の税額の軽減がなされるのか、モ

デルケースで図表３に示してみる。

また、寄附者の自己負担額が適用下限額である

５,０００円となるモデルケースや、実際に自らの住民税

額を入力すると、いくらまでの寄附金であれば、自

己負担額が５,０００円となるかを計算できるホームペ

ージを用意している自治体も存在する。［１８］

自己負担額のイメージがわきやすいので、図表４

で紹介させていただく。

脚注６及び図表３にあるように、平成２３年分寄附

金より、適用下限額が２,０００円となることから、寄

３．『ふるさと納税制度』の仕組み
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附者の裾野は広がると考えられている。

以上のような『ふるさと納税制度』の仕組みを踏

まえ、全国的な状況と、大阪府内の各自治体が、実

際にどのような工夫や取組を行い、それが寄附額に

どのように影響を及ぼしているのかを、府外の特典

等について有名な自治体の状況も一部加えて、考察

を進めていきたい。

４－１　全国の寄附金の状況

「報告書」（６頁）によると、平成１７年分所得税に

係る寄附金控除の適用者数が１５６,３４６人、控除額が

約２６９億円であるのに対し、平成１８年度分個人住民税

に係る寄附金控除の適用者数は６,１９６人、控除額は

３８億円にとどまっていた。

４．『ふるさと納税制度』の現状
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平成２１年度及び平成２２年度の都道府県・市町村に

対する寄附金に係る寄附金税額控の状況は図表５の

とおりである。

『ふるさと納税制度』により、寄附金控除の適用

者及び控除額は桁違いに増加していることがわかる

が、初年度（平成２１年度・平成２０年中の寄附金）に

比べ、次年度（平成２２年度・平成２１年中の寄附金）

は、若干の減少となっている。

平成２０年末のリーマンショック後の経済情勢を鑑

みると、減少幅は小さく、高水準の実績を維持して

いると考えられるが、平成２４年度（平成２３年中の寄

附金）からの適用下限額の引き下げの効果がどの程

度か、今後の留意点となる。

４－２　大阪府内及び特典に関する有名自治体の状況

『ふるさと納税制度』が導入された翌年（平成２１

年）の夏［２０］と本年（平成２３年）の夏に大阪府内４４自

治体（大阪府、大阪市、各町村含む）のホームペー

ジ掲載内容から、各自治体の特典（寄附者に特産物

などを寄附に対するお礼として贈る記念品等）、寄附

者の氏名公表、寄附の使途メニューや基金、クレジ

ット決済の導入、寄附金額や寄附者数、そして自治

体内のどの部署が担当しているかという状況を調べ

てまとめたものが別表１である。

また、各自治体が用意している特典が具体的にど

のようなものであるかを、特典に関して有名な府外

の自治体を若干加えて、まとめたものが別表２であ

る。

これらの調査結果を基に、『ふるさと納税制度』の

現状を考察していきたい。

（１）特典（記念品等）について

別表１を見ると、大阪府内では、平成２１年調査時

に特典贈呈を実施している自治体は１０であったが、

平成２３年調査時には１９となり、ほぼ倍増しているこ

とがわかる。

別表２で、各自治体の特典の具体的な内容を見る

と、大阪府や藤井寺市のように知事や市長の感謝状

というものから、池田市のように５,０００円相当の特

産品等を寄附者が選択できるような豪華なものまで

あり、また、大阪市や島本町のように記念品と感謝

状を併せたり、泉南市のように、市外寄附者に「ふ

るさと泉南市民証」を特産品等に加えて贈る自治体

も見受けられる。

特産品等の中身としては、それぞれの自治体の特

産である農産物やお菓子、地酒等を寄附者の好みに

より選択できるようにしているところが多くあり、

また、堺市では「堺の包丁、堺の鋏、堺の手拭い」

など伝統のある品物をアピールしている。

そして、池田市の場合、記念品を通じて、「ダイハ

ツ」や「日清食品」などの企業が市に所縁のある企

業であることがわかるようになっており、四條畷市

では、市内在住の絵本作家の「絵本とグッズ」を記

念品にすることにより、文化人の在住がわかり、ま

た、岸和田市のように、全国的に認知度の高い「だ

んじり」を再認識できる内容の場合もある。

その他には、市内の施設の入場券や、お食事券、

入浴券、割引券など、市内に訪れてもらう「きっか

けづくり」になるものも多く見受けられる。

大阪府内から少し離れるが、北海道紋別市では、

「かに」や「オホーツクの流氷」など地域色豊かと感

じられる特典（記念品）が用意されている。

そして、島根県米子市では、「米子市民体験パック

（地元企業協賛品詰合せ）」［２１］という地元企業１１社か

らの無償提供記念品１３点を、３,０００円以上の寄附者

に対して贈呈し、１万円以上の寄附者には、地元企

業とタイアップした記念品（市と企業が費用を折
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半）５,０００円相当のもの５１品の中から１品を贈り、

さらに３万円以上の寄附者には、その記念品を２品

としている。

では、これらの特産品等が、寄附額に影響を与え

ているのであろうか。

米子市の寄附の実績としては、平成２１年度の寄附

者数は８６８人であり、前年度比約６.５倍、寄附金額は

１,８１５万１,５２１円で、前年度比約１.７倍となっている。

また、平成２２年度の寄附者数は２,４５３人で、前年度

比約２.８倍、寄附金額３,９３９万８,０９７円で、前年度比約

２.２倍と順調に増加している。

次に、大阪府内で、特典を実施している自治体と、

未実施の自治体について、特典の効果についての測

定を試みた。単純な寄附金額の比較では、人口規模

の大きな自治体と小さな自治体では正確な比較とは

ならないため、寄附金額を住民基本台帳人口で割っ

て、「住民一人当たりに対する寄附金額」を算出して

比較した。

限られた公表値の中での試算であるため、ひとつ

の参考値ではあるものの、大阪府内の自治体での

「住民一人当たりに対する寄附金額」を見ると、「特

典」が寄附金を集める上で大きな影響力があること

がわかる。

また、２３年度調査の方が２１年度調査よりも若干金

額の減少が見られるが、前述の経済環境の影響もあ

ると考えられる。ただし、米子市のように年々「特

典」を充実している場合は、寄附金額、寄附者とも

に順調な増加を示している。

（２）寄附者の氏名公表について

大阪府内で、寄附者の氏名をホームページや広報

誌などで公表をしているかどうかを、「特典」と同じ

要領で算出比較したものが図表７である。

寄附者の氏名公表を行っている自治体は、別表１

を見ると、平成２１年度調査時の３０から、平成２３年度

調査時の３２へと若干の増加を示しており、図表７か

ら、氏名公表実施の自治体の方が「住民一人当たり

に対する寄附金額」も多いことがわかるが、「特典」

の実施の有無と比べると、その効果はそれほど大き

いとはいえない。

（３）寄附の対象メニューについて

「報告書」の５頁には、「寄附を受ける地方団体

は、寄附の使い途を明らかにし、それがどのような

成果につながるのか説明することが求められる。」と

記載されている。

この趣旨に従い、多くの自治体が「寄附メニュー」

を作成し、また、寄附金が寄附者の指定した使い途

（寄附メニュー）に使われることをはっきりさせるた

めに「基金」を利用している自治体が見受けられる。

別表１にあるように、「寄附の対象メニュー」に関

する調査は、平成２３年度調査で新たに追加して行っ

たが、「寄附メニュー」を作成していない自治体は、

４４自治体のうち４自治体にとどまり、２２年度寄附金

額をホームページ上で公表している自治体は、全て

「寄附メニュー」を作成しているため、（１）（２）で

行った効果測定はできなかった。

ただし、「寄附メニュー」作成の自治体の中で、基

金を利用しているかどうかについては可能であった

ため、その算出値を図表８で示すと、基金利用有の

場合の方が、「住民一人当たりに対する寄附金額」と

いう指標上、大きな数字を示している。

ここで、実際の基金メニューの参考として、八尾

市のホームページ上に掲載されているものを図表９

として紹介させていただく。

寄附メニューについては、各自治体が、それぞれ

の地域特性や課題、事情に応じてメニューを作成し、

メニューの中身を説明した上で、その使い途の担保

として基金を活用したり、また、基金から実際に、
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どのような具体的な事業に使用されたかを公表して

いくことが、「報告書」の求めていた姿であると考え

られるが、寄附メニューは、大阪府内の９割の自治

体で作成されており、そのうちの半数が基金を利用

している状況である。

寄附メニューの最後に、自治体職員が寄附者の

「指定する事業」を活用している事例として和泉市の

ケースを図表１０で紹介させていただく。

市外に居住し、住民税は居住地である市外の自治

体に通常納めている職員も、この『ふるさと納税制

度』を利用して、費用負担者としての立場から事業

実施に参加することが可能になってくるという事例

であり、自治体職員としては注目するべきである。
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図表９（「頑張れ八尾応援寄附金」の寄附メニュー）［２５］



（４）クレジット決済について

『ふるさと納税制度』に基く寄附をする場合、通

常、申込みを電話や郵送、インターネットなどで行

い、それから納付書や振込、現金（持参、郵送）と

いう方法で寄附金の受領が行われることが多い。

平成２３年度調査では、「クレジット決済」導入の有

無も新たに調査項目に加え、（１）から（３）と同じ

く、「住民一人当たりに対する寄附金額」を算出して

比較を試みたところ、図表１１のような結果であり、

「特典」に近い影響力がでている。

しかしながら、大阪府内でクレジット決済を導入

している６自治体全てが「特典」の贈呈を実施して

いることから、クレッジト決済のみを導入した場合

に果たしてここまでの数値がでるのかは、かなり疑

問符がつくようにも感じるが、クレジット決済を導

入すると、インターネットのみで申込みから支払い

までが完結できるので、遠方から寄附をしてくださ

る方の利便性を考えると、非常に有益な方法といえ

ることは間違いないであろう。

以上のとおり、『ふるさと納税制度』の現状をみて

きた。その中から、ふるさと納税を多く集めるには、

「特典（記念品等）をつけて動機付けを行なうこと」

と「クレジット決済による利便性を高めること」が

有効な手段であると浮き彫りになった。

特に、「特典（記念品等）をつけて動機付けを行な

うこと」は、自治体にとって、地域の魅力や特産品

等を全国的にアピールし、関心を持ってもらい、観

光や特産品等の購買につながることから、これを導

入することにより地域の活性化につなげていこうと

いう動きが出てきている。大阪府堺市では、庁議の

中で市長がはっきりと、「ふるさと納税」が「内外に

発信する一つの大きな手段である」と述べ、インセ

ンティブ（特典等）の付与など「ふるさと納税」の

取組強化の指示を行ったことが公表［２８］されている。

「地域、自治体の魅力発信」の角度から考えると、

『ふるさと納税制度』の「特典」は、特産物の宣伝や

観光に訪れてもらうための誘導ツールとして非常に

有益であるといえるのではないだろうか。

筆者は、米子市に「ふるさと納税」をした経験を

持つが、タイアップ記念品の中には、中身が気に入

れば商品購入を通信販売で行えるような申込書等も

入っており、また、毎年「応援基金」の使途報告と

「ふるさと納税」の案内を送付してきてくれるので、

関心を持ち続けることにもなっている。

「特典」に地元の特産品等を用いることにより、

寄附の一部が地元商品の消費に使われることに加え

て、通信販売によるリピーターの獲得や、特産品、

地元企業等を広く全国の人々に知ってもらう機会と

なりえている。

ただ、本稿の冒頭で、「研究会」が「報告書」にお

いて「地方団体の努力」を求める一方で、「地方団体

が寄附者に対して特産品等の贈与を約束するなど、

制度を濫用する恐れへの懸念」を示していたことを

紹介した。

米子市のような高額な特典は、「研究会」の懸念す

る「制度の濫用」にあたるのだろうか。

確かに「特典」が高額化しすぎると、「制度の濫

用」や「不適切な過度の競争」と言われる可能性が

あると考えられる。

しかしながら、米子市は現行の「ふるさと納税」

５．おわりに
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図表１０（和泉市　平成２２年度「ふるさと元気寄附の状況」）［２６］

図表１１［２７］



の制度内で、地元の企業と協働し、地域の特産品や

魅力を発信する手段として、最大限の活用をしてい

るといえる。

４（１）で紹介した米子市の３,０００円以上の寄附

者に対して贈呈する「米子市民体験パック（地元企

業協賛品詰合せ）」は、定価換算すると６,０００円相当

とアピールはされているが、その３分の２は、米子

市に赴いて使える「お食事券」であったり、施設の

「入館券」や温泉の「入浴券」などであり、また、残

りの３分の１は、お茶や醤油、どらやきや石鹸等の

試食品や試供品である。

地元の特産品を試してもらう絶好の機会として、

地元の企業と協働して懸命に知恵を出している米子

市の姿勢に対して、同じ自治体職員として「制度の

濫用」とは決して言いたくないという思いが、筆者

としては強い。

ただ、「不適切な過度の競争」や「制度の濫用」と

言われないためには、来年度住民税から、適用下限

額（自己負担額）が５,０００円から２,０００円に変わるこ

となども踏まえて、自己負担額を超える「特典」に

ついては、各自治体が一定の歯止めを考えつつ、良

識ある行動を心がけていくことも、この制度を有効

に長続きさせていく大きな力となるのではないだろ

うか。

最後に、住民税の「受益と負担」、そして国の役

割、負担について述べたい。

住民税は、やはり「現在の居住地から受益してい

ることに対する負担」ということを最大限に考慮す

れば、図表３で示されているような、寄附金控除で

減額される住民税と所得税の割合は逆転させる必要

があるのではないだろうか。

「ふるさと」や「応援したい地方」に「ふるさと

納税」を利用して寄附を行いたいと思う人も、自身

が居住して様々な住民サービスを受けている自治体

の税収が下がることを考えると複雑な思いにかられ

るであろう。

国税である所得税において、累進税率に影響を受

ける所得控除ではなく、税額控除を用いることにす

れば、計算もわかりやすくなるし、寄附金控除で減

額される所得税の割合を上げることが可能となる。

国税の割合が大きくなれば、自治体間の奪い合い

という懸念も少なくなり、「魅力発信」のための様々

な取組が、前述の「地方応援論」の求める「応援さ

れるに足りる地方となるための努力」として積極的

に評価されることになっていくのではないだろうか。

今後の制度改革に注目していきたい。

（追記）

現在、各自治体は積極的に「ふるさと納税」を利

用した独自の寄附金制度について拡充、または拡充

の検討をしている。

本稿は、各自治体のホームページを一定期間かけ

て調査した結果をまとめたものであるので、参照し

ている内容が変わっている場合もありえるため、ご

容赦いただきたい。

注　釈

［１］「報告書」及び「研究会」の「議事要旨」は下

記のＵＲＬ（総務省のＨＰ）にて閲覧可能。

［１］（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｓｏｕｍｕ.ｇｏ.ｊｐ/ｍａｉｎ_ｓｏｓｉｋｉ/

ｋｅｎｋｙｕ/ｆｕｒｕｓａｔｏ_ｔａｘ/）

［２］平成２０年中（１月から１２月）の寄附金が対象と

なる。（同法附則第３条第７項・第８条第５項）

［３］法人に対しても「損金」扱いの優遇措置はある

が、本稿では、自然人である個人を対象に考察

していく。

［４］「都道府県・市町村・特別区」以外で個人住民

税の税額控除が受けられる寄附金の対象団体

は、「住所地の都道府県共同募金会・日本赤十

字社支部」および「都道府県・市町村が条例で

指定する団体」となっている（地方税法第３７条

の第２第１項）。また、「東日本大震災に係る日

本政府が受け付けた義援金等」も対象となる

（平成２３年８月総務省よりのお知らせ…総務省

ＨＰに掲載）。

［５］法的根拠としては地方税法第３７条の２、第３１４

条の７であり、所得税法第７８条第１項、第２項

第１号と併せて、寄附を行う納税者の負担を軽

減している。

［６］平成２３年６月３０日公布の「現下の厳しい経済状
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況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るた

めの地方税法等の一部を改正する法律」によ

り、寄附文化の裾野を広げるため、寄附金税額

控除の適用下限額が５,０００円から２,０００円に引

下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象

となる（改正内容は平成２３年中に行った寄附金

から適用され、平成２４年度分の個人住民税から

控除される）。

［７］「報告書」２３頁

［８］平成２１年と平成２３年の夏季（７月～９月）に各

自治体の『ふるさと納税』に関するホームペー

ジを閲覧して調査を行った。

［９］「報告書」１頁～３頁

［１０］制度としては、「寄附金」であるが、実質的な

意味として「納税」と捉えていると考えられ

る。

［１１］佐藤英明「『ふるさと納税研究会報告書』と

ふるさと納税制度」ジュリスト１３６６号１５７頁

〈２００８〉を参考として標記させていただいている。

［１２］「報告書」７頁、９頁、１０頁

［１３］「報告書」８頁（１～６行）

［１４］「報告書」８頁（１６～２０行）各種アンケート

結果から「ふるさと」の定義は人によって様々

である。

［１］「研究会」においても様々な議論が行われ、環

境問題などに努力している地方団体を「ふるさ

と」として応援したいと考える人もいれば、寄

附をすることを契機として「ふるさと」を作り

たい、という未来志向を有する人もいるとの意

見もあった。

［１５］佐藤英明「いわゆる『ふるさと納税』制度につ

いて」都市問題研究第６１巻第３号６３頁

［１６］総所得金額等とは、給与のみの場合、給与収入

から給与所得控除額を控除した金額で、年金の

みの場合、年金収入から公的年金控除額を控除

した金額となるが、正確には①～④の合計額

（繰越控除後）となる。

［１］①事業所得、不動産所得、利子所得、給与所

得、総合課税の配当所得、総合課税の短期譲渡

所得及び雑所得の合計額（損益通算後の金額）

②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額

（損益通算後の金額）の１／２後の金額（損益

通算はそれぞれ１／２前で行う）③申告分離課

税（それぞれ特別控除前）の所得金額の合計額

④退職所得金額、山林所得金額の合計額

［１７］「研究会・議事録要旨」第４回３頁

［１８］大阪府池田市の外部リンクＨＰから閲覧可能

（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｉｋｅｄａ.ｏｓａｋａ.ｊｐ/ｎｅｗｓ/ｋｉ

ｆｕ/ｋｉｆｕ_０２.ｈｔｍｌ）

［１９］総務省ＨＰ「寄附金税額控除の調」からの一部

抜粋

［２０］平成２１年及び平成２３年の夏季に調査を行った

が、両年共に概ね７月から９月の間に、各自治

体の「ふるさと納税」に関するホームページに

掲載されている情報を基に、資料を作成してい

る。

［０］特典、寄附者の氏名公表及び人口数値に関して

は両年の結果を、それ以外の事項は、平成２３年

調査時の結果である。なお、人口数値は、大阪

府が公表している住民基本台帳人口である。

［２１］「米子市民体験パック」は、平成２１年度は４社

７点、２２年度は８社１０品（５,５００円相当）、２３

年度は１１社１３点（６,０００円相当）と毎年増加し

ており、タイアップ記念品も１８品から３６品、そ

して５１品と増えている。また、寄附の実績と

しては、平成２１年度の寄附者数８６８人（前年度

比約６.５倍）、寄附金額１,８１５万１,５２１円（前年度

比約１.７倍）、平成２２年度の寄附者数２,４５３人（前

年度比約２.８倍）、寄附金額３,９３９万８,０９７円（前

年度比約２.２倍）と順調に増加している。

［２２］「住民一人当たりに対する寄附金額」（寄附金

総額÷住民基本台帳人口総数）は、それぞれの

年度で、寄附金総額が公表されていた自治体に

関して算出可能であったため、平成２３年度調査

では有８無７自治体、平成２１年度調査では有９

無１１自治体の総額に対する算出結果である。な

お、平成２３年度調査では、「平成２２年度の寄附

金額」を「平成２３年３月３１日付住民基本台帳人

口」で除したものであり、平成２１年度調査も同

様の形での算出をしている。
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［２３］それぞれの年度で寄附金総額が公表されていた

自治体は、平成２３年度調査では有１４無１自治

体、平成２１年度調査では有１８無２となってい

る。

［２４］平成２３年度調査で寄附金総額が公表されていた

自治体１５の内、基金利用の有は１０、無は５で

あった。

［２５］大阪府八尾市のＨＰ（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｙａｏ.

ｏｓａｋａ.ｊｐ/００００００７９９５.ｈｔｍｌ）から閲覧可能

［２６］大阪府和泉市のＨＰ（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｉｚｕｍｉ.

ｏｓａｋａ.ｊｐ/ｅｎｔｒｙ.ａｓｐｘ?ｉｄ=２６３２）から閲覧可

能

［２７］平成２３年度調査で寄附金総額が公表されていた

自治体１５の内、クレジット決済導入有は５、無

は１０。

［２８］「堺市庁議議事要旨（平成２２年１月１９日）」は、

下記のＵＲＬから閲覧可能。

［２］（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｓａｋａｉ.ｌｇ.ｊｐ/ｃｉｔｙ/_ｓｅｉｃｈｏ/

ｔｙｏｕｇｉ_ｇｉｊｉ_ｈ２２０１１９.ｈｔｍｌ）

［２］［以前にも、「ふるさと納税」についての取組

強化をお願いしたことがある。具体的には、イ

ンセンティブの付与や、使途内容などを希望者

にとってわかりやすいものにすること、また、

市外の方へのＰＲの実施などの検討をお願いし

た。ふるさと納税については、他市でも、イン

センティブについて、いろいろ検討されてい

る。本市においても、新年度に向けて検討を進

めてほしい。ふるさと納税は、本市を内外に発

信する一つの大きな手段である。］（以上原文の

ままを抜粋）
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別表２　ふるさと応援寄附への特典（記念品）一覧
（大阪府内・その他有名自治体　Ｈ２３夏季　ＨＰによる調査）
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